
認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の進捗状況及び今後の方向性

○ 2017年７月に改定した数値目標（2020年度末）は15項目設定（次ページ）

認知症サポーターの養成 ：1066万人（2018年９月末）

認知症サポート医の養成 ：8000人 （2018年3月末）

認知症初期集中支援チームの設置 ：1736市町村（2018年11月末）

認知症カフェの設置 ：1265市町村（約6千カ所）（2018年11月末） など

○ 認知症サポーターの養成について、大人だけでなく小中学生にも広げると共に、認知症の方に

関わることの多い業界（金融機関、交通機関、マンション管理など）でも拡大

○ 本人・家族視点を重視した、認知症の当事者・家族の方による発信の拡充、社会参加の推進

○ 成年後見制度利用促進基本計画に基づく施策の着実な推進

「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」を策定

○ 新オレンジプランを契機に新たな取組を開始した自治体も多く、認知症の方とその家族を支援

する地域資源は着実に増加

進捗・取組状況

今後の方向性

○ 厚生労働省が中心的役割を担い、引き続き「共生」を重視しつつ、「予防」の取組も一層強
化し、車の両輪として取り組む。

予 防共 生

資料４
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策定経緯・取り巻く状況

○ 高齢者の4人に1人が認知症またはその予備軍とされ、今後も増加が見込まれる。
○ 2014年の認知症サミット日本後継イベントにおいて、安倍総理の指示を受け2015年1月に

新オレンジプランを策定。



項 目 プラン策定時 2017年度末 目標（2020年度末）

認知症サポーター養成
545万人

（2014.9末） ⇒ 1,066万人
（2018.9末）

1,200万人

かかりつけ医認知症対応力向上研修
3.8万人

（2013年度末） ⇒ 5.8万人 7.5万人

認知症サポート医養成研修
0.3万人

（2013年度末） ⇒ 0.8万人 1万人

歯科医師認知症対応力向上研修 － ⇒ 0.8万人 2.2万人

薬剤師認知症対応力向上研修 － ⇒ 1.7万人 4万人

認知症疾患医療センター
289ヵ所

（2014年度末） ⇒ 440ヵ所
（2018.11）

500ヵ所

認知症初期集中支援チーム設置市町村
41市町村

（2014年度末） ⇒ 1,736市町村
（2018.11）

2018年度～
全市町村

一般病院勤務の医療従事者
認知症対応力向上研修

0.4万人
（2013年度末） ⇒ 12.2万人 22万人

看護職員認知症対応力向上研修 － ⇒ 1.0万人 2.2万人

認知症介護指導者養成研修
1.8千人

（2013年度末） ⇒ 2.3千人 2.8千人

認知症介護実践リーダー研修
2.9万人

（2013年度末） ⇒ 4.1万人 5万人

認知症介護実践者研修
17.9万人

（2013年度末） ⇒ 26.5万人 30万人

認知症地域支援推進員の設置市町村
217市町村

（2014年度末） ⇒ 1,740市町村
（2018.11）

2018年度～
全市町村

若年性認知症に関する事業の実施都道府県
21都道府県

（2013年度） ⇒ 47都道府県
コーディネーターの資質向上

好事例の横展開の推進

認知症カフェ等の設置市町村 － ⇒ 1,265市町村
（約６千ヵ所）

全市町村 2

新オレンジプランにおける事業の拡大



【実績と目標値】
サポーター人数：２０１８年９月末実績 １０６６万人

（目標値：２０２０年度末 １２００万人）

○キャラバンメイト養成研修

実施主体：都道府県、市町村、全国的な職域団体等

目 的：地域、職域における「認知症サポーター養成講座」の講師役

である「キャラバンメイト」を養成

内 容：認知症の基礎知識等のほか、サポーター養成講座の展開方法、

対象別の企画手法、カリキュラム等をグループワークで学ぶ。

○認知症サポーター養成講座

実施主体：都道府県、市町村、職域団体等

対 象 者：

〈住民〉自治会、老人ｸﾗﾌﾞ､民生委員、家族会、防災・防犯組織等

〈職域〉企業、銀行等金融機関、消防、警察、スーパーマーケット

コンビニエンスストア、宅配業、公共交通機関等

〈学校〉小中高等学校、教職員、ＰＴＡ等

（認知症サポーター）

○ 認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や職域で認知症の人や家族に対してできる
範囲での手助けをする人
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認知症サポーター



○ かかりつけ医等の認知症対応力向上や専門機関における認知症の診断体制を整備
○ 認知症の初期の支援を包括的に行う認知症初期集中支援チーム、地域のネットワーク
構築などを進める認知症地域支援推進員の全市町村への設置を推進

0.8万人

新オレンジプランに基づく早期診断・早期対応の体制

440カ所

対応力向上研修を受けた

●かかりつけ医
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5.8万人



○認知症カフェ

⇒ 認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有し、

お互いを理解し合う、地域の共生の拠点

・平成29年度：1,265市町村にて、5,863カフェが運営

○通いの場

⇒  一般の高齢者・虚弱高齢者を対象とし、身近な

通える範囲で週に１回程度の体を動かす場を提供

・平成28年度：76,492カ所

高齢者の通いの場（予防）／認知症カフェ（共生）
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平成29年度老人保健健康増進等事業「認知症診断直後等における認知症の人の視点を重視した支援体制構築推進のための調査研究事業」

■「本人にとってのよりよい暮らしガイド」～一足先に認知症になった私たちからあなたへ～

診断直後に認知症の本人が手にし、次の一歩を踏出すことを後押しするような本人にとって

役に立つガイドを、認知症当事者の団体である「一般社団法人 日本認知症ワーキンググルー

プ」が作成・配布（2018年10月）

本人の声を起点とした普及啓発を展開
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家庭裁判所

協議会

中核機関
（市町村直営又は委託）

医療・福祉関係団体

弁護士会・司法書士会
・社会福祉士会等

民生委員・自治会等
地域関係団体

地域包括支援
センター

社会福祉協議会

都道府県

民間団体・ＮＰＯ等

金融関係団体

本人
（認知症高齢者）

後見人等

ケアマネジャー

チーム

介護
サービス事業者

医療機関
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成年後見制度利用促進基本計画に基づく地域連携ネットワーク

家族、親族

民生委員、ボランティア

金融機関

○ 全国どの地域においても成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるよう、
各地域において、権利擁護支援の地域連携ネットワークを構築する。
※協議会・・・法律・福祉の専門職団体や、司法、福祉、医療、地域、金融等の関係機関が連携体制を強化するための合議体
※チーム・・・本人に身近な親族、福祉・医療・地域等の関係者と後見人が一緒になって日常的に本人の見守りや意思や状況等を継続的に把握。


